
○日　　時 ： 令和７年１２月１１日（木）１４：００～１６：００

　　　　　　　（雨天等により取締を中止する場合があります。）

　　　　　　　※令和７年度、第１０回目の取締となります。

○場　　所 ： 一般国道９号（松江方面）　宍道車両監視所

　　　　　　　松江市宍道町佐々布地内　※詳細は別紙１参照

○協力機関 ： 島根県松江警察署

○留意事項 ： 報道解禁は下記のとおりとさせていただきますので、ご協力をお願い
　　　　　　　します。

　　　　　　　　ラジオ、テレビ・・・取締日の１６時以降

　　　　　　　　新聞・・・・・・・・取締日の夕刊以降

　　　　　　　なお、当日の取材を希望される場合は、事前に管理担当へ連絡をお願
　　　　　　　いします。

【問い合わせ先】

　国土交通省 中国地方整備局 松江国道事務所 （松江市西津田2丁目6-28）

副所長(管理)　　大下
おおした

　孝志
たかし

（内線205）

【管理担当】 管理第一課長　　來
きじま

島　正樹
まさき

（内線431）

【広報担当】 計画課長　　　　水田
みずた

　雄
ゆう

士
じ

（内線261）

TEL：0852-26-2131（代表）　　FAX：0852-27-4132

TEL：0852-60-1346（管理第一課直通）

HP ：https://www.cgr.mlit.go.jp/matsukoku/

　 ：https://ｘ.com/road_matsue

国土交通省ＨＰ　https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000420.html

　平成２６年５月９日に策定された「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方
針」に基づき、国民の財産である道路を極めて大きく傷める重量超過の悪質違反者には厳罰
化を、適正に道路を利用して物流を支える方にはより使いやすくといったメリハリの効いた
取り組みを行っています。

　道路を通行する大型トレーラー等の特殊車両については、道路構造の保全や交通安全のた
め、通行に際し道路管理者の許可が必要です。
　しかし、無許可や違法な状態で走行している車両が多く見受けられるため、特殊車両の指
導取締を継続的に実施し、これらの車両について、適正な運行がなされるように指導取締を
実施しますのでお知らせします。

令和７年１２月５日
資料提供先：島根県政記者会

お知らせ

松国 X

～違反車両撲滅のため取り締まりの強化～

【第１０回】特殊車両の指導取締を実施します！

松国HP

報道解禁：１２月１１日１６時以降

まつ え し しんじちょう さそう
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出典：国土地理院「地理院地図（電子国土Ｗｅｂ）」
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　今年度の取締結果は次のとおりです。

無許可 通行条件違反 許可証不携帯

第１回 1台 0台 0台 0台 0台

第2回 2台 0台 0台 0台 0台

第3回 2台 0台 0台 0台 0台

第4回 3台 0台 0台 0台 0台

第5回 1台 0台 0台 0台 0台

第6回 2台 0台 0台 0台 0台

第７回 ３台 1台 1台 0台 0台

第８回 0台 0台 0台 0台 0台

第９回 0台 0台 0台 0台 0台

違　反　内　訳

一般国道９号

一般国道９号

取締台数 違反台数
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一般国道５４号

一般国道５４号

実　施　路　線

●令和７年度の取締状況

※取締状況及び結果

※現在までに、警察機関のご協力もありトラブルは発生しておりません。
今後も引き続き円滑な特殊車両指導取締を行っていきます。

車両幅計測状況車両引込箇所状況

車両高さ計測状況

※掲載の車両写真は、取締等の状況写真であり違反の車両ではありません。

参考資料

車両長さ計測状況







○道路法１０２条（無許可）により、１００万円以下の罰金 等

（参考）悪質な重量制限違反者への告発（レッドカード）について

０．３%の重量を違法に超過した大型車両※が道路橋の劣化に与える影響
は全交通の約９割を占め、一部の違反車両が道路を劣化させる主要因と
なっている。

軸重２０トン車が道路橋に与える影響は、軸重１０トン車の約４，０００台に相当

背 景

※車両総重量20tを超える違反車両

自動計測装置
（全国39箇所に
設置）のデータ
から試算

【図 道路橋の劣化に与える影響】

告発対象者の条件

基準の２倍以上の重量超過の悪質違反者に厳罰化⇨現地取締りで違反を確認した場合は告発(ﾚｯﾄﾞｶｰﾄﾞ）

告発による罰則

◆車両総重量が「基準×２」以上の車両

なお、特車通行許可車両は、「基準×２＋（許可総重量－基準）」

○車両総重量の一般的制限値（国管理道路は最大２７ｔ）を基準とし、下記に該当する場合には、当該総
重量違反の事実をもって告発（レッドカード）の対象とします。（基準については、車両制限令第３条並びに
車両の通行の許可の手続き等を定める省令第１条及び第１条の２に掲げる表中のうち該当する総重量による）

27t

基準＝一般的制限値２７ｔ（セミトレーラ連結車（バン型）の例）

27t基準×２＝５４ｔ

レッドカード条件：「総重量54t以上」○無許可のセミトレーラ連結車（バン型）でのレッドカード例

※ なお、車両総重量が基準の２倍に達しない場合にあっても、車両総重量違反が現認された場合には、積載物の軽減措置、通行の中止
等を命ずるとともに、是正指導等が行われることがあります。また、常習的に違反が行われていることが確認された場合にあっては、
現行通達に基づいて告発の対象になることがあります。

※ 車両制限令第３条第２項に定める｢特例５車種｣以外の車両に係る一般的制限値（基準）は、最大２５ｔ








